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事業報告

●ＣＹＢＥＲＤＹＮＥグループの現況に関する事項
１．主要な営業所及び工場（2024年3月31日現在）

区　分 名　称 所　在

当社

本社 茨城県つくば市
つくばロボケアセンター 茨城県つくば市
CYBERNICS MEDICAL INNOVATION BASE-A 神奈川県川崎市
次世代型多目的ロボット化生産拠点（福島事業所） 福島県郡山市

子会社（海外） Cyberdyne Care Robotics GmbH ドイツNRW州
CYBERDYNE USA INC. アメリカ合衆国カリフォルニア州
RISE Healthcare Group, Inc. アメリカ合衆国カリフォルニア州
CYBERDYNE MALAYSIA SDN.BHD. マレーシアクアラルンプール

（国内） 湘南ロボケアセンター株式会社 神奈川県藤沢市
名古屋ロボケアセンター 久屋店 愛知県名古屋市
鈴鹿ロボケアセンター株式会社 三重県鈴鹿市
大分ロボケアセンター株式会社 大分県別府市
株式会社Ｃ２ 東京都文京区
ＣＥＪキャピタル株式会社 茨城県つくば市
サイバニクス・エクセレンス・ジャパン1号投資事業
有限責任組合 東京都渋谷区
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２．従業員の状況（2024年3月31日現在）
①　当社グループの従業員の状況

従業員数 前期末比較増減

227名（54名） 30名減（1名減）
（注） １．従業員数は就業人員であり、正社員及び出向社員の人数です。使用人兼務取締役及び派遣社員は含んでおりません。
　　 ２．契約社員の数は（　）内に別掲しております。
　　 ３．当社グループは、ロボット関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

②　当社の従業員の状況
従業員数 前期末比較増減 平均年齢 平均勤続年数

83名（36名） 1名増（1名減） 44.8歳 8.0年
（注） １．従業員数は就業人員であり、正社員及び出向社員の人数です。使用人兼務取締役及び派遣社員は含んでおりません。
　　 ２．契約社員の数は（　）内に別掲しております。
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●会社の株式に関する事項
１．株式の状況（2024年3月31日現在）

区分 発行可能株式総数 発行済株式の総数 株主数
普通株式 618,300,000株 137,445,809株 72,596名
B種類株式 77,700,000株 77,700,000株 3名

２．大株主の状況（2024年3月31日現在）
株主名 持株数（株） 持株比率

（％）
山海嘉之 普通株式

B種類株式
3,042,000

77,696,000 38.24
大和ハウス工業株式会社 普通株式 26,000,000 12.31
野村信託銀行株式会社(投信口) 普通株式 1,690,000 0.80
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE， LUXEMBOURG RE 
CLIENTS NON-TREATY ACCOUNT 普通株式 1,221,000 0.57
矢野幹夫 普通株式 1,015,000 0.48
みずほ証券株式会社 普通株式 771,702 0.36
上田八木短資株式会社 普通株式 613,400 0.29
PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET 
ACCOUNT 普通株式 611,800 0.28
株式会社SBI証券 普通株式 575,238 0.27
大同生命保険株式会社 普通株式 500,000 0.23

（注） １．当社は、自己株式を 4,014,574 株（普通株式）保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　 ２．持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
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●新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

　　該当事項はありません。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　　該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要な事項
　CYBERDYNE株式会社2015年第１回ストックオプション／2016年第１回ストックオプション／2017年第１回ストックオプション

　名　　　　称
　（付与決議日）

CYBERDYNE株式会社2015年
第１回ストックオプション
（2015年７月28日決議）

CYBERDYNE株式会社2016年
第１回ストックオプション
（2016年５月24日決議）

CYBERDYNE株式会社2017年
第１回ストックオプション
（2017年７月25日決議）

新株予約権の数 78個 46個 105個
目的となる株式の種類及び
数

普通株式（単元株式数は100株）
7,800株

普通株式（単元株式数は100株）
4,600株

普通株式（単元株式数は100株）
10,500株

新株予約権の払込金額 無償 無償 無償
新株予約権の行使時の払込
金額

１個あたり180,600円
（１株あたり1,806円）

１個あたり306,000円
（１株あたり3,060円）

１個あたり178,800円
（１株あたり1,788円）

行使期間 2017年７月29日から
2025年７月28日まで

2018年５月25日から
2026年５月24日まで

2019年７月26日から
2027年７月25日まで

新株予約権の行使により株
式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

１株あたり発行価格　1,806円
１株あたり資本組入額　903円

１株あたり発行価格　　3,060円
１株あたり資本組入額　1,530円

１株あたり発行価格　1,788円
１株あたり資本組入額　894円

新株予約権の行使条件 （注） （注） （注）
割当先 社外協力者　１名 社外協力者　１名 社外協力者　１名

（注）上記新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
　　・新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
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●会社役員の状況
１．責任限定契約の内容の概要
　　　当社は、各取締役（業務執行取締役を除く）及び各監査役との間で、会社法第427条第1項

の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。　
　　　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額金額としておりま

す。

２．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　　　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、被保
険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し保険期
間中に提起された損害賠償請求（株主代表訴訟を含む。）等に起因して、被保険者が被る損害

（防御費用、損害賠償金及び和解金）が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務
執行の適正性が損なわれないようにするため、故意又は法令違反の行為であることを認識して
行った行為等に起因して生じた損害は填補されない等の免責事由を設けています。
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３．社外役員の当事業年度における主な活動状況
役　職 氏　名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 松  村 　 　 　 明 当事業年度に開催された取締役会13回のうち、12回に出席いたしました。取締

役会では医師・大学教員・病院管理者としての専門的な経験から意見を述べてお
り、特に医療ニーズ、医療経営、医療保険に関わる観点から積極的な意見や提案、
助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果た
しております。

　 鈴 木 健 嗣 当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。取締役会で
はサイバニクス研究に関する専門的な知見やスマートシティ／スーパーシティの
担当としての経験から積極的に意見を述べており、特にサイバニクス研究の展開
や事業推進について専門的な立場から監督助言を行うなど、意思決定の妥当性・
適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

本 田 信 司 2023年12月18日付で当社の業務執行取締役に異動するまでの間、当社社外取締
役として、開催された取締役会７回の全てに出席いたしました。取締役会では、
医療業界における海外事業展開、グループ経営及び経営企画に関する豊富な経験
から積極的に意見を述べており、特に事業戦略や経営計画の策定について専門的
な立場から監督助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適
切な役割を果たしております。

　 武 藤 華 子 2023年6月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回のすべてに出
席いたしました。取締役会では企業広報、IR、人事戦略・組織変革コンサルティ
ングに関する専門的な知見やパートナーとしての経験から積極的に意見を述べて
おり、特にリスク管理やガバナンス強化について専門的な立場から監督助言を行
うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしており
ます。

監査役 田 中 一 紹 当事業年度に開催された取締役会13回のすべて、監査役会12回のすべてに出席
いたしました。大手総合商社の経営者としての豊富な業務経験から、取締役会の
意思決定の適正性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会に
おいて、適宜必要な発言を行なっております。

　 藤  谷 　 　 　 豊 当事業年度に開催された取締役会13回のすべて、監査役会12回のすべてに出席
いたしました。金融機関や監査法人で培った豊富な業務経験から、取締役会の意
思決定の適正性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会にお
いて、適宜必要な発言を行なっております。

　 ケース・フェレコープ 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、監査役会12回のうち11回
に出席いたしました。法律の専門家としての専門的知見から、取締役会の意思決
定の適正性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会において、
適宜必要な発言を行なっております。

　 岡 　 村 　 憲 一 郎 当事業年度に開催された取締役会13回のすべて、監査役会12回のすべてに出席
いたしました。公認会計士としての専門的知見から、取締役会の意思決定の適正
性を確保するための発言を行なっております。また、監査役会において、適宜必
要な発言を行なっております。
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●会計監査人に関する事項
１．会計監査人の名称
　　  　有限責任監査法人トーマツ

２．報酬等の額
項　目 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 47百万円
（注） １． 当社と会計監査人との間の監査契約におきましては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分して

おらず、実質的にも区分ができないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
　　 ２． 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

３．会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　　  　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、
報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項
の同意を行っております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　　  　当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号記載の事由のいずれかに該当すると認め

られる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この
場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監
査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　　  　また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、
監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に
基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
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●業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（１）業務の適正を確保するための体制

　  　当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他業務の適
正を確保するための体制について、以下のとおり決議しております。
①　当社及び子会社（以下「グループ」という。）の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制

　　  　当社はグループの取締役、使用人が法令・定款及び社内規則を遵守した行動をとるために、企業行動規
範を始めとするコンプライアンス体制に係る規程を制定する。当社担当取締役がグループのコンプライア
ンスの取り組みを横断的に統括し、体制の構築、整備、維持を行う。また研修、監査、危機管理によって、
グループの取締役及び使用人にコンプライアンスを周知徹底し、問題点の把握と解決に努める。

　　  　当社は関係会社管理規程を制定し、それに基づき主要な子会社の取締役（及び必要があれば監査役）を
選任、子会社の重要事項を当社が承認、一部の子会社管理事務を当社コーポレート部門が担当することに
より子会社における業務の適正性を確保する。

　　  　当社は当社社長直轄の内部監査部門を設置する。内部監査部門は内部監査規程、関係会社管理規程に基
づきグループ全般の、法令・定款及び社内規則の遵守状況、リスクマネジメントに係る内部監査を実施す
る。その監査結果を、当社社長・監査役会・取締役会に報告する。

　　  　法令上疑義ある行為等についてグループの使用人が直接情報提供を行う手段として、ホットライン制度
規程を制定し運用する。口頭、メール、チャット、意見箱などによる情報提供についてもホットライン制
度規程の対象とする。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　  　当社は、職務執行に係る情報の保存及び管理方法を文書管理規程に定め、法令及びこれに従い、当該情

報を文書又は電磁的媒体に記録し、保管する。
　　  　取締役及び監査役は、それらの情報を常時閲覧できるものとする。
③　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　  　グループのリスク管理体制の強化を図るため、当社担当取締役はリスクカテゴリーごとの責任部署を定

めるとともに、それぞれの担当部署はリスクスコープ、リスクプロファイルの確認・自己評価規則・ガイ
ドラインの制定を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は当社の担当取締役が行う
ものとする。
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　　  　新たに生じたリスクについては、対応責任者となる取締役又は部門長を当社社長がすみやかに定める。
④　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　  　当社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制基盤として、取締役会を年間ス

ケジュールに基づき定期的に開催するほか、適宜臨時取締役会を開催する。
　　  　当社の取締役会の決定に基づく業務の執行状況は、担当する取締役又は部門長が取締役会において定期

的に報告し、監査役がこれを監査する。
　　  　中期的な経営方針を立案し、経営環境の変化に伴う影響を随時反映させるとともに、その進捗を取締役

会に適宜報告する。
　　  　当社は、子会社の取締役の職務が効率的に行われるように、関係会社管理規程を制定し、当社主管部門

の管理のもとに子会社を運営する。
⑤　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　　  　当社は関係会社管理規程を制定し、子会社は規程に従って必要に応じて当社の子会社主管部門に子会社

の職務の状況について報告する。
⑥　当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
　　  　監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役会と協議の上、

適切な補助使用人及び兼任の使用人を配置することができる。
　　  　当該使用人への指揮命令権は監査役会に帰属し、取締役の指揮命令は受けないものとする。また、当該

使用人の人事考課・異動は、監査役会の同意を得るものとする。
⑦　当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、並びに子会社の取締役及び使用人又はこれらの
者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

　　  　当社の取締役及び使用人、子会社の取締役及び使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、不正行為
の事実又は会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、すみやかに当社の監査役に報告する。
その他、法令及び当社の監査役会が制定する監査役会規則並びに監査役監査基準に基づき、監査役がグ
ループの取締役及び使用人に対して報告を求めたときは、当該取締役及び使用人はすみやかに監査役に報
告する。こうした事実の報告について網羅性を確保するために、当社の取締役及び使用人、子会社の取締
役及び使用人は、本項に記載する報告、関連項目に記載の内部監査、ホットライン、会計監査人等からの
報告・情報等の聴取・収集に努める。

　　  　ホットライン制度規程に従い、グループにおける法令上疑義ある行為や重要なコンプライアンス上の問
題が通報された場合は、その内容等についてコンプライアンス担当役員が取締役会に報告する。また、通
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報内容及び調査結果を常勤監査役に報告する。
　　  　当社の内部監査部門は当社監査役に対してグループにおける内部監査の状況を報告する。また、コンプ

ライアンス担当役員は、必要に応じてコンプライアンスに関する状況を監査役に対して報告する。
⑧　監査役への報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　　  　当社は、監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇を行わない。
⑨　当社の監査費用の処理に係る方針に関する事項
　　  　監査役による職務の執行に伴う費用の前払い又は償還の請求があった場合には、当該監査役の職務の執

行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出する。
⑩　その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　  　当社及び子会社の取締役及び使用人が、必要があれば監査役によるヒアリングや往査等の調査に応じる

ことで、監査の実効性を確保する。
　　  　当社は、監査役が取締役及び会計監査人その他の監査役の職務を適切に遂行するうえで必要な者との十

分な意見交換を行う機会を確保する。
　　  　当社は、監査役の求めに応じて、監査役と子会社の監査役との連携及び子会社の使用人からの情報収集

の機会を確保する。 
（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況

　  　当社グループは、上記体制を整備しその運用に努めている。当事業年度に実施した内部統制上重要と考え
られる主な取り組みは以下のとおりである。
①　コンプライアンス体制
　　  　当社グループにおいては、企業行動規範を始めとするコンプライアンス体制に係る規程に基づき、全て

の役職員が法令遵守に努めるとともに、コンプライアンス違反の早期発見及び未然防止を図るため、ホッ
トライン制度規程のもと、その手段等について適宜関係者へ周知徹底している。

②　リスク管理体制
　　  　当社グループにおいては、当社担当取締役はリスクカテゴリーごとの責任部署を定め、リスク状況の監

視及び対応を実施している。また、その実施状況は、内部監査や監査役監査の対象としている。
③　取締役の職務執行の効率性
　　  　当社においては、取締役会を年間スケジュールに基づき定期的に開催するほか、適宜臨時取締役会を開

催し、業務の執行状況の報告（子会社を含む）、年度の業績進捗等（子会社を含む）について、確認して
いる。
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連結計算書類
連結持分変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：百万円）
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式
その他の資本の構成要素

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

在外営業活動体
の換算差額 新株予約権

2023年４月１日残高 10 42,877 △1,188 △1,270 272 19
当期損失（△） － － － － － －
その他の包括利益 － － － △59 251 －

当期包括利益合計 － － － △59 251 －
株式報酬取引 － 7 － － － －
自己株式の取得 － － △0 － － －
非支配持分との資本取引 － △73 － － － －
その他 － － － － － －

所有者との取引額合計 － △66 △0 － － －
2024年３月31日残高 10 42,811 △1,188 △1,329 523 19

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計その他の資本の
構成要素 利益剰余金 合計

合計
2023年４月１日残高 △979 1,381 42,101 △118 41,983

当期損失（△） － △1,476 △1,476 △172 △1,648
その他の包括利益 192 － 192 △21 172

当期包括利益合計 192 △1,476 △1,284 △193 △1,477
株式報酬取引 － － 7 － 7
自己株式の取得 － － △0 － △0
非支配持分との資本取引 － － △73 31 △42
その他 － － － 5 5

所有者との取引額合計 － － △66 36 △30
2024年３月31日残高 △787 △95 40,752 △275 40,477

（注） 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
（１）連結計算書類の作成基準

　当社及びその子会社（以下、当社グループ）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定によ
り、国際会計基準（以下、IFRS）に準拠して作成しております。なお、連結計算書類は同項後段の規定によ
り、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

（２）連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況
連結子会社の数　14社
主要な連結子会社の名称

鈴鹿ロボケアセンター株式会社、湘南ロボケアセンター株式会社、大分ロボケアセンター株式会社、
Cyberdyne Care Robotics GmbH、CYBERDYNE USA INC.、CEJキャピタル株式会社、サイバニク
ス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合、株式会社C2、RISE Healthcare Group,Inc.、
LeyLine GmbH

（３）持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の状況
持分法を適用した関連会社の数　１社
持分法を適用した関連会社の名称
　株式会社志成データム
持分法を適用した共同支配企業の状況
持分法を適用した共同支配企業の数　１社
持分法を適用した共同支配企業の名称
　CYBERDYNE Omni Networks株式会社

（４）会計方針に関する事項
① 金融資産の評価基準及び評価方法

（ⅰ） 当初認識及び測定
　当社グループは、金融資産について、純損益又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融
資産、償却原価で測定する金融資産に分類しております。この分類は、当初認識時に決定しております。
　当社グループは、金融資産の通常の方法による売買はすべて、決済日基準により認識及び認識の中止
を行います。通常の方法による売買とは、市場における規則又は慣行により一般に認められている期間
内での資産の引渡しが要求される金融資産の購入又は売却をいいます。
　すべての金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する区分に分類される場合を除き、公正価値に
取引コストを加算した金額で測定しております。
　金融資産は、以下の要件をともに満たす場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

・  契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ
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いて、資産が保有されている。
・  金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー

が特定の日に生じる。
　償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融資産に分類しております。
　公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない
売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値
で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用し
ております。

（ⅱ） 事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。

（a） 償却原価により測定する金融資産
　償却原価により測定する金融資産については、実効金利法による償却原価により測定しております。

（b） 公正価値により測定する金融資産
　公正価値により測定する金融資産の公正価値の変動額は純損益として認識しております。
　ただし、資本性金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定すると指定したものにつ
いては、公正価値の変動額はその他の包括利益として認識しております。なお、当該金融資産からの配
当金については、金融収益の一部として当期の純損益として認識いたします。

（ⅲ） 金融資産の認識の中止
　当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又は当社グ
ループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合において、金融資産の認
識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対する支配を継続している場合には、
継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負債を認識いたします。

（ⅳ） 金融資産の減損
　当社グループは、償却原価により測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を
認識しております。
　当社グループは、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増大している
かどうかを評価しております。
　金融商品に係る信用リスクが当初認識時点以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係
る貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失と同額で測定いたします。一方で、金融商品に係る信用リスク
が当初認識時点以降に著しく増大している場合には、当該金融商品に係る貸倒引当金を全期間の予想信
用損失と同額で測定いたします。
　信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行発生リスクの変動に基づいて判断しており、
その判断にあたっては、内部信用格付の格下げや、取引先の経営成績の悪化、期日経過情報等を考慮し
ております。
　なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産に係る信
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用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと評価いたします。
　ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、信用リスクの当初認識時点からの著し
い増大の有無にかかわらず、常に全期間の予想信用損失と等しい金額で貸倒引当金を認識しております。
　当社グループは、金融資産の予想信用損失を、以下のものを反映する方法で見積っております。

・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・  過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労

力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
　当該測定に係る金額は、純損益で認識しております。
　減損損失認識後に減損損失を減額する事象が発生した場合は、減損損失の減少額を純損益として戻入
れております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、製品
及び仕掛品については個別法によって、商品及び原材料については移動平均法によって算定しており、購
入原価、加工費及び現在の場所及び状態に至るまでに要したすべてのコストを含んでおります。正味実現
可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除
した額です。

③ 有形固定資産の減価償却方法
　有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示して
おります。
　取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び土地の原状回復コストが含まれており
ます。
　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上さ
れております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 ……………………………… ３年～50年
オペレーティング・リース資産 …………… ５年
工具、器具及び備品 ………………………… ２年～20年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、
会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

④ リース
　当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んでいるかを判定しております。
契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契
約はリースであるか又はリースを含んでいると判定しております。
借手としてのリース
　リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。
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　使用権資産は、リース負債の当初測定の金額に、開始日以前に支払ったリース料、発生した当初直接コ
スト等を調整した取得原価で当初測定しております。
　当初認識後は、使用権資産は耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法で減価償却
を行っております。リース期間については、リースの解約不能期間に加えて、行使することが合理的に確
実である場合におけるリースの延長オプションの対象期間と、行使しないことが合理的に確実である場合
におけるリースの解約オプションの対象期間を含む期間として測定しております。
　リース負債は、未払リース料総額をリースの計算利子率ないし借手の追加借入利子率で割り引いた現在
価値で当初測定しております。
　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益計算書にお
いて認識しております。
　なお、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用権資産及び
リース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたり定額法又は他の規則的な方法により費用として認
識しております。
貸手としてのリース
　当社グループが貸手となるリースについては、リース契約時にそれぞれのリースをファイナンス・リー
ス又はオペレーティング・リースに分類しております。
　当社グループは、それぞれのリースを分類するにあたり、原資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質
的にすべて移転するか否かを総合的に評価しております。移転する場合はファイナンス・リースに、そう
でない場合はオペレーティング・リースに分類しております。この評価の一環として、解約不能期間等を
基礎としたリース期間が原資産の経済的耐用年数の大部分を占めているかなど、特定の指標を検討してお
ります。
　オペレーティング・リース取引によるリース料については、連結損益計算書において、リース期間にわ
たって定額法により収益として認識しております。なお、オペレーティング・リースとして貸与している
主にHAL® 等の機体は、オペレーティング・リース資産として連結財政状態計算書に表示しております。
　ファイナンス・リース取引においては、製造業者又は販売業者である貸手となる場合、開始日において、
収益、売上原価、及びIFRS第15号が適用される売切り販売についての方針に従った販売損益を認識してお
ります。

⑤ のれんに関する事項
　企業結合により生じたのれんは、取得日時点で測定した取得価額が、被取得企業の識別可能な資産及び
負債の公正価値に対して超過した額によって当初測定しており、償却は行いません。のれんは連結財政状
態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

⑥ 無形資産の償却方法
　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定されます。
　無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわ
たって定額法で償却され、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しておりま
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す。
　内部創出の無形資産については、資産化の要件を満たす開発コストを除き、その支出はすべて発生した
期の費用として計上しております。
　主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりです。なお、耐用年数を確定できない無形資産はありま
せん。

ソフトウェア ………………………………… ５年
特許権 ………………………………………… ８年
顧客関連資産 ………………………………… ３年

　見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見
積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑦ 非金融資産の減損
　棚卸資産を除く非金融資産については、各報告期間の末日現在に、資産又は資金生成単位が減損してい
る可能性を示す兆候があるか否かを評価し、減損の兆候がある場合には、減損テストを実施し、回収可能
性を評価しております。
　なお、資金生成単位とは、他の資産又は資産グループからのキャッシュ・インフローとは概ね独立した
キャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位をいいます。
　回収可能性の測定においては、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方を回収可能価
額とし、この回収可能価額と帳簿価額を比較して、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額
を回収可能価額まで減額し、その額を減損損失として純損益で認識しております。のれんの減損テストを
行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する最小の単位を反映して減損がテスト
されるように統合しております。企業結合により取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待さ
れる資金生成単位に配分しております。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配
分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比
例的に減額しております。なお、使用価値とは、資産又は資金生成単位から生じると見込まれる将来キャッ
シュ・フローの現在価値です。
　のれんに関連する減損損失は戻し入れておりません。その他の資産又は資金生成単位の減損損失の戻入
れについては、各報告期間の末日に、過年度に減損損失を計上した資産又は資金生成単位において、当該
減損損失が消滅又は減少している可能性を示す兆候がある場合には、その資産又は資金生成単位の回収可
能性を評価しております。回収可能価額が資産又は資金生成単位の帳簿価額を上回る場合には、過年度に
減損損失が認識されていなかった場合の帳簿価額から必要な償却又は減価償却費を控除した後の帳簿価額
を上限として、減損損失の戻入れを行います。

⑧ 重要な引当金の計上基準
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を有しており、当該
債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見
積りができる場合に認識しております。貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フ
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ローを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割引い
ております。時の経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。

⑨ 従業員給付
　短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として計上
しております。賞与については、それらを支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ、そ
の金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額
を負債として認識しております。
　有給休暇費用については、将来の有給休暇等の権利を増加させる勤務を従業員が提供した時点で負債と
して認識しております。

⑩ 収益の計上基準
　当社グループでは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除く顧客との契約について、
以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
　ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。
　詳細は、「（連結損益計算書に関する注記）（売上収益）」を参照ください。

⑪ 外貨換算
（ⅰ） 外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の為替レート、又はそれに近似するレートで当社グループの各社の機能通貨に
換算しております。
　外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。
　公正価値で測定する外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機
能通貨に換算しております。
　換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益
を通じて測定する金融資産については、その他の包括利益として認識しております。

（ⅱ） 在外営業活動体の財務諸表
　在外営業活動体の資産及び負債については期末日の為替レート、収益及び費用については著しい変動
がない限り期中の平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換
算から生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体の換算差額は、
在外営業活動体が処分された期間に純損益として認識されます。

⑫ サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合に関する重要な会計方針
（ⅰ） 当社によるサイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合の連結

　当社は、サイバニクス・エクセレンス・ジャパン１号投資事業有限責任組合（以下、「CEJファンド」
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という。）を以下の理由により連結しています。
　当社は、GP（無限責任組合員）であるCEJキャピタル株式会社（当社連結子会社）を通じて、CEJ
ファンドの投資の意思決定を行い、CEJファンドに対するパワーを有しているため、ファンドに対し
IFRS第10号「連結財務諸表」に基づく支配力を有しています。
　なお、CEJファンドから支払われるGPであるCEJキャピタル株式会社への管理報酬及び成功報酬等
は内部取引として連結上消去しています。

（ⅱ） CEJファンドによる投資
　公正価値で測定する資本性金融資産については、純損益を通じて公正価値で測定しなければならない
売買目的で保有される資本性金融資産を除き、個々の資本性金融資産ごとに、純損益を通じて公正価値
で測定するか、その他の包括利益を通じて公正価値で測定するかを指定し、当該指定を継続的に適用し
ております。

（ⅲ） CEJファンドに対するLP（有限責任組合員）の出資持分
　CEJファンドは、出資する各LPに対して資金拠出の要請（以下、キャピタル・コール）を行います。

（a） 当社以外のLPの出資持分
　CEJファンドは、投資事業有限責任組合契約において存続期間（効力発生日から最大12年間）が予
め定められており、CEJファンドに出資する当社以外のLP（以下、「外部投資家」）が保有するCEJファ
ンドに対する持分は、分配及び払戻しされることが明記されています。このため、連結財政状態計算書
上「CEJファンドにおける外部投資家持分」として負債に計上し、「償却原価で測定する金融負債」に
分類しています。当該負債の帳簿価額は、各四半期末で同ファンドを清算したと仮定した場合、投資事
業有限責任組合契約に基づき外部投資家に帰属する持分の金額です。
　「CEJファンドにおける外部投資家持分」は、キャピタル・コールに基づく外部投資家からの払込、
外部投資家への分配・払戻し、CEJファンドの業績により変動します。このうちCEJファンドの業績に
よる変動は、連結損益計算書上、「CEJファンドに係る損益」に含めて表示しています。また、「CEJ
ファンドに係る損益」にはCEJファンドの設立費用及び管理費用などが含まれます。

（b） 当社の出資持分
　LPとしての当社のCEJファンドへの出資は、連結上消去します。

（会計方針の変更に関する注記）
　当社グループが連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下を除き、前連結会計年度に係
る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。

IFRS 新設・改訂の概要
IAS第12号 法人所得税 リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化

　上記基準書の適用による連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年
度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
１. 固定資産の評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

オペレーティング・リース資産 359百万円
有形固定資産 13,237百万円
使用権資産 482百万円
のれん 2,134百万円
無形資産 48百万円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　（４） 会計方針に関する事項　⑦ 
非金融資産の減損」に記載のとおり、上記（１） の各資産を含む非金融資産については、各報告期間の末
日現在に、資産又は資金生成単位が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価し、減損の兆候が
ある場合には、減損テストを実施し、回収可能性を評価しております。また、のれんについては、年１回
及び減損の可能性を示す事象が発生または状況が変化した時点で減損テストを実施しています。
　当社グループの営業損益は継続してマイナスとなっているため、上記（１） の各資産が属する資金生成
単位に減損の兆候を識別しており、減損テストの実施にあたり、資金生成単位における回収可能価額を処
分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方により測定しております。このうち使用価値は、
見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローは、経営者に
よって承認された事業計画を基礎とし、事業計画が対象とする期間後は、将来の不確実性を考慮した成長
率を見積もっております。
　使用価値の見積りにおける重要な仮定は、事業計画における将来キャッシュ・フローの見積り及び割引
率であり、割引率は加重平均資本コストを基礎として算定しております。
　これらの予測は、高い不確実性を伴い、使用価値の見積りに重要な影響を及ぼす可能性があります。

（３）減損損失
　当連結会計年度において、当社グループの連結子会社ののれんなどの固定資産等の将来の回収可能性を
検討し、減損損失660百万円（うち、のれん643百万円、無形資産17百万円）を連結損益計算書の「その
他の費用」に計上しております。
　当社は、ヘルスケア分野での事業拡大を図るため、2021年にスマホ向けヘルスケアアプリ『熟睡アラー
ム』を開発・運営する株式会社C２（以下、「C２社」という）を買収しました。買収後の積極的な広告宣
伝投資により、『熟睡アラーム』の有料サービス利用者は３万人超に倍増しています。
　しかしながら、C２社の広告宣伝投資の費用対効果および当社連結業績への影響度を勘案し、C２社の経
営方針を見直した結果、営業損益改善を優先するために広告宣伝への投資規模を縮小して運営することを
決定しました。
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　この決定を踏まえ、買収当初想定していた将来収益が見込まれなくなったことから、回収可能価額まで
減額したものであります。

２. 金融商品の公正価値評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　「その他の金融資産」のうちレベル３に
　分類される金融商品（非上場株式等） 14,400百万円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　（４） 会計方針に関する事項　① 
金融資産の評価基準及び評価方法」及び「金融商品に関する注記　金融商品の状況に関する事項　（３） 金
融商品の公正価値等に関する事項」に記載しております。

（連結財政状態計算書に関する注記）
（１）資産から直接控除した貸倒引当金

営業債権及びその他の債権 23百万円
（２）有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 4,280百万円
（３）使用権資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 464百万円
（４）国庫補助金等により取得価額から控除している圧縮記帳額

建物 631百万円
機械及び装置 145百万円
工具、器具及び備品 211百万円
土地 96百万円
ソフトウェア 6百万円

（５）当座貸越契約
　当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりです。

当座貸越極度額 800百万円
借入実行残高 －百万円
差引額 800百万円
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（連結損益計算書に関する注記）
（売上収益）
（１）収益の分解

　分解した収益の内訳は以下のとおりです。
収益認識の時期

一定の期間にわたり移転されるサービス 2,301百万円
一時点で移転される財 273百万円
一時点で移転されるサービス 1,779百万円
　　　　　　合計 4,354百万円

（注） 単一セグメントであるため、セグメント別の収益の内訳は記載しておりません。

（２）収益を理解するための基礎となる情報
一定の期間にわたり移転されるサービス
　一定の期間にわたり移転されるサービスには、個別レンタル契約に基づくレンタル料収入、財の利用
権の貸手となる場合のファイナンス・リースに係る収益に関連する保守契約に基づく保守売上、スマー
トフォン向けアプリの提供・運営による利用料売上及びスポンサー収入が含まれております。
　レンタル料収入は、顧客が対象製品を検収後、レンタル期間にわたり、使用量に応じた従量料金を各
月の収益として認識する、又は、リース期間にわたって定額法により各月の収益として認識しておりま
す。
　保守売上については、履行義務が契約期間にわたり時の経過につれて充足されるものであり、収益は
当該履行義務が充足される契約期間において、期間均等額で収益を計上しております。
　スマートフォン向けアプリの提供・運営による利用料売上は、アプリケーションを通じてサービスを
一定期間にわたり提供しており、時の経過に応じて収益を計上しております。
　スポンサー収入は、タイトルスポンサー契約を締結し、スポンサーであることを表記することができ
る権利等を契約期間にわたり提供しており、時の経過に応じて収益を計上しております。
一時点で移転される財
　一時点で移転される財には、売買契約に基づく商品及び製品の販売による収益、及びファイナンス・
リースに係る収益が含まれております。
　商品及び製品の販売については、主として顧客が検収した時点で履行義務を充足したと判断しており
ます。対価については、履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に支払を受けております。取引価格に
ついて、変動対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金
融要素は含まれておりません。
　また、当社製品（HAL® 等）に関する利用権の貸手となる場合、当該取引はファイナンス・リースに分
類されております。ファイナンス・リースに係る収益は、製造業者又は販売業者の貸手として物品販売
と同様に会計処理しており、顧客が検収した時点で履行義務が充足したと判断し、その収益は一時点で
認識しております。
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一時点で移転されるサービス
　一時点で移転されるサービスには、主として当社グループが運営する治療センター及びロボケアセン
ターでのエンドユーザー（患者等）向けのサイバニクス治療及びトレーニングサービスの提供による収
益が含まれております。その他に、受託開発業務の提供による収益も含まれております。
　サイバニクス治療及びトレーニングサービスの提供による履行義務は、トレーニングサービス等の提
供が完了した時点で充足したと判断しております。受託開発業務の提供による履行義務は、顧客が検収
した時点で充足したと判断しております。

　なお、収益の計上基準については、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「（４） 
会計方針に関する事項　⑩収益の計上基準」に記載のとおりであります。
（３）収益の金額を理解するための情報
① 契約残高の変動

　顧客との契約から生じた債権及び契約負債の内訳は以下のとおりです。
期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権
　売掛金 530百万円 663百万円
契約負債
　前受金 346百万円 280百万円

（注）   前受金の期首残高のうち認識した収益の金額は161百万円です。また、当連結会計年度において、
過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

② 履行義務の充足時期
　物品の販売に付随して発生する保守契約に関する売上収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりです。

１年以内 29百万円
１年超５年以内 27百万円
　　　　　　合計 55百万円

（連結持分変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

当連結会計年度
期首株式数（株） 増加（株） 減少（株） 当連結会計年度

期末株式数（株）
発行済株式

普通株式 137,445,809 － － 137,445,809
B種類株式 77,700,000 － － 77,700,000

合計 215,145,809 － － 215,145,809
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２. 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的と
なる株式の種類と数

普通株式　　　　22,900株

（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項
（１）資本管理

　当社グループは、研究開発型企業として革新的製品の研究開発や臨床・実証研究及び各種認証取得を推進
し、その製品の上市やサービス展開によって収益を確保することにより持続的な成長を実現し、企業価値を
最大化することを目指して資本管理をしております。
　なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

（２）財務上のリスク管理
　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流動性リスク・為替リス
ク・市場リスク等）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減するために、資金運用については安全性の
高い金融資産に限定し、資金調達については金融機関等からの借入及び社債発行により行っております。
　また、デリバティブ取引については投機的な取引を行わない方針です。
① 信用リスク管理

　信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに
財務上の損失を発生させるリスクです。

（ⅰ） 営業債権及びその他の債権
　営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、
当社グループでは、新規取引発生時に顧客の信用状況について社内での審議・承認のプロセスを踏むこ
とを徹底しており、また与信管理規程に従い、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財
政状況等の悪化等による回収懸念の低減を図っております。
　未収入金については、取引先の信用リスクに晒されておりますが、そのほとんどは短期間で決済され
ております。

（ⅱ） 短期投資
　現金及び現金同等物、及びその他の金融資産に含まれている短期投資は、安全性及び流動性の高い金
融商品です。
　連結財政状態計算書に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、当社グループの金融資産の信
用リスクに対するエクスポージャーの最大値です。なお、特定の取引先について、重要な信用リスクの
エクスポージャーはなく、特段の管理を有する信用リスクの過度の集中はありません。
　当社グループでは、主に営業債権などの償却原価で測定する金融資産について、回収可能性や信用リ
スクの著しい増大などを考慮のうえ、将来の予想信用損失を測定し、貸倒引当金を計上しております。
信用リスクが著しく増大しているか否かは、債務不履行発生リスクの変動に基づいて判断しており、そ
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の判断にあたっては、取引先の経営成績の悪化、期日経過情報などを考慮しております。
　当社グループにとって特に重要な金融資産である売掛金における貸倒引当金は、全期間の予想信用損
失を集合的に測定しておりますが、期待将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える以下のような事
象などが発生した場合は、信用減損している金融資産として個別債権ごとに予想信用損失を測定してお
ります。

・取引先の深刻な財政困難
・債権の回収不能や、再三の督促に対しての回収遅延
・取引先が破産やその他財政再建が必要な状態に陥る可能性の増加

　また、当社グループが売掛金の全体又は一部を回収するという合理的な期待を有していない場合には、
社内での審議・承認のプロセスを踏み、帳簿価額を直接減額しております。
　なお、当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した
信用リスクを有しておりません。また、当社グループの顧客は、信用力の高い企業であることから、信
用リスクは限定的であることも踏まえ、期日が経過している債権をほとんど有しておらず、売掛金の減
損及び貸倒引当金への影響は軽微です。
　当社グループは、重大な金融要素を含んでいない営業債権に対し、常に全期間の予想信用損失に等し
い金額で貸倒引当金を設定しております。

② 流動性リスク管理
　流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日に
その支払を実行できなくなるリスクです。
　当社は、コーポレート部門が資金繰計画を適宜更新するとともに、手元流動性を一定額に維持すること
等により、流動性リスクを管理しております。
　当社グループは、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、
継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。

③ 為替リスク管理
　当社グループは、海外で事業活動を展開していることから、機能通貨以外の通貨で実施する取引から発
生する為替変動リスクに晒されております。
　なお、為替相場の変動が当社グループの損益に与える影響は軽微であるため、記載を省略しております。
　また、当社グループの在外営業活動体の財務諸表の換算に伴い、その他の包括利益が変動しますが、そ
の影響は当社グループにとって重要なものではないと考えております。
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（３）金融商品の公正価値等に関する事項
　2024年３月31日における連結財政状態計算書計上額、公正価値については、次のとおりです。

（単位：百万円）
連結財政状態計算書計上額 公正価値

（金融資産） 　 　
償却原価で測定する金融資産 　 　

敷金・保証金 89 92
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 　 　

株式 9,276 9,276
転換社債 4,266 4,266
その他 11 11

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 　 　
株式 1,154 1,154

（金融負債） 　 　
償却原価で測定する金融負債 　 　

CEJファンドにおける外部投資家持分 5,733 5,733
社債及び借入金 106 106

（注） 敷金・保証金の公正価値はレベル２に分類しております。

　当社グループの主な金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。
（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産（流動）、営業債務及びその他の債務）
　現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、その他の金融資産（流動）、営業債務及びその他の債
務については、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっており、上記表の記載は省略しております。

（その他の金融資産（非流動））
　上場株式の公正価値については、公表市場価格で測定しています。
　非上場株式等の公正価値については、直近の取引価格を用いる方法、類似企業比較法、直近の入手可能
な情報に基づく純資産に対する持分に基づく方法、将来キャッシュ・フローの割引現在価値に基づく方法
等のうち、最適な評価技法を用いて算定しております。
　敷金・保証金については、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回りで割り引いた現在
価値により算定しております。

（CEJファンドにおける外部投資家持分）
　CEJファンドにおける外部投資家持分については、当該帳簿価額を各四半期末で同ファンドを清算した
と仮定した場合の外部投資家に帰属する持分の金額としており、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。
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（社債及び借入金）
　社債は、市場価格又は取引先金融機関等から提示された価格に基づき算定しております。
　短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
　長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利が反映されるため、公正価値は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
　長期借入金のうち固定金利によるものは、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行した場合
に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（４）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　公正価値で測定する金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正
価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しております。
レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格（無調整）
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

資産： 　 　 　 　 　
純損益を通じて公正価値で測定する
金融資産

　 　 　 　 　

その他の金融資産 13,553 134 － 13,419 13,553
その他の包括利益を通じて公正価値
で測定する金融資産

　 　 　 　 　

その他の金融資産 1,154 174 － 980 1,154

　当社グループの主な金融商品の公正価値の算定方法及びインプットの説明は以下のとおりです。

（その他の金融資産（非流動））
　上場株式の公正価値については、公表市場価格で測定しています。上場株式は活発な市場で取引されて
いるため、その時価はレベル１の時価に分類しております。
　非上場株式等の公正価値については、直近の取引価格を用いる方法、類似企業比較法、直近の入手可能
な情報に基づく純資産に対する持分に基づく方法、将来キャッシュ・フローの割引現在価値に基づく方法
等のうち、最適な評価技法を用いて算定しており、レベル３の時価に分類しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり親会社所有者帰属持分………………………………………………… 192円93銭

（注） １株当たり親会社所有者帰属持分の算定上の基礎は次のとおりです。
親会社の所有者に帰属する持分の合計額 40,752百万円
親会社の所有者に帰属する持分の合計額から控除する金額 19百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る期末の親会社所有者帰属持分 40,732百万円
１株当たり親会社所有者帰属持分の算定に用いられた期末の普通株式及び
普通株式と同等の株式の数 211,131,235株

２. 基本的１株当たり当期損失……………………………………………………………６円99銭
（注） 基本的１株当たり当期損失の算定上の基礎は次のとおりです。

親会社の所有者に帰属する当期損失 1,476百万円
普通株主及び普通株式と同等の株式を有する株主に帰属しない金額の内訳 －百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る親会社の所有者に帰属する当期損失 1,476百万円
期中平均株式数 211,131,236株

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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計算書類
株主資本等変動計算書（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金
当期首残高 10 26,714 16,413 43,128 0
当期変動額 　 　 　 　

当期純損失（△） － － － － －
自己株式の取得 － － － － －
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － －

当期変動額合計 － － － － －
当期末残高 10 26,714 16,413 43,128 0

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 △1,728 △1,728 △1,188 40,222
当期変動額 　 　 　

当期純損失（△） △1,431 △1,431 － △1,431
自己株式の取得 － － △0 △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － －

当期変動額合計 △1,431 △1,431 △0 △1,431
当期末残高 △3,159 △3,159 △1,188 38,790

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 195 195 19 40,435
当期変動額 　 　 　

当期純損失（△） － － － △1,431
自己株式の取得 － － － △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130 △130 － △130

当期変動額合計 △130 △130 － △1,561
当期末残高 65 65 19 38,874

（百万円未満を四捨五入して表示しております。）
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　満期保有目的の債券 …………………………… 償却原価法（定額法）
　その他有価証券
　　市場価格のない株式等以外のもの ………… 時価法
　　市場価格のない株式等 ……………………… 移動平均法による原価法
　関係会社株式及び関係会社出資金 …………… 移動平均法による原価法

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　製品、仕掛品 …………………………………… 個別法による原価法
　原材料、商品 …………………………………… 移動平均法による原価法
　貯蔵品 …………………………………………… 最終仕入原価法

　なお、収益性の低下した棚卸資産については、簿価を切下げております。
２. 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、建物（附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物、賃貸用資産、並びに、工具、器具及び備品の一部については、定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりです。

　建物 ………………………………………………  ３年～ 50年
　構築物 ……………………………………………  10年～ 20年
　機械及び装置 ……………………………………  ５年～ ７年
　車両運搬具 ………………………………………  ２年～ ６年
　工具、器具及び備品 ……………………………  ２年～ 20年
　賃貸用資産 ………………………………………  ５年　

（２）無形固定資産
　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によっておりま
す。

　ソフトウェア ……………………………………  ５年
　特許権 ……………………………………………  ８年
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（３）長期前払費用
　均等償却によっております。

３. 引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

４. 収益の計上基準
　当社では、以下のステップを適用することにより、収益を認識しております。
　ステップ１：顧客との契約を識別する。
　ステップ２：契約における履行義務を識別する。
　ステップ３：取引価格を算定する。
　ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
　ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。
　詳細は、「収益認識に関する注記」を参照ください。

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（１）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており
ます。
　また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純
資産の部におけるその他有価証券評価差額金に含めております。

（２）繰延資産の処理方法
　株式交付費　　支出時に全額費用として処理しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算
書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
　固定資産の評価
　　（１） 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産 13,462百万円
無形固定資産 15百万円

　　（２） 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
　上記（１） の各資産を含む固定資産については、各事業年度の末日現在に、資産又は資産グループに
減損の兆候があるか否かを評価し、減損の兆候がある場合には、資産又は資産グループから得られる割
引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、当該資産又は資産グループにつ
いて減損損失を認識するかどうかの判定を行っております。
　当社の営業損益は継続してマイナスとなっているため、上記（１） の各資産について減損の兆候を識
別しており、減損損失を認識するかどうかを判定するために、経営者によって承認された事業計画を基
礎とした割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積もっております。
　これらの予測は、高い不確実性を伴い、割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りに重要な影響
を及ぼす可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１. 資産から直接控除した減価償却累計額

　有形固定資産 4,227百万円
　上記金額には、減損損失累計額が含まれております。

２. 国庫補助金等により取得価額から控除している圧縮記帳額
　建物 631百万円
　機械及び装置 145百万円
　工具、器具及び備品 211百万円
　土地 96百万円
　ソフトウェア 6百万円
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３. 当座貸越契約
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
　当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりです。

　当座貸越極度額 800百万円
　借入実行残高 －百万円
　差引額 800百万円

４. 関係会社に対する金銭債権債務
　短期金銭債権 208百万円
　長期金銭債権 1,443百万円
　短期金銭債務 30百万円

（損益計算書に関する注記）
１. 関係会社との取引高

　営業取引による取引高
　　売上高 54百万円
　　その他の営業取引高 180百万円
　営業取引以外による取引高 287百万円

２. 関係会社株式評価損及び関係会社貸倒引当金繰入額
　当社の連結子会社である株式会社C２に係る関係会社株式評価損及び関係会社貸倒引当金繰入額でありま
す。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数
　普通株式 4,014,574株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
一定の期間にわたり移転されるサービス
　一定の期間にわたり移転されるサービスには、個別レンタル契約に基づくレンタル料収入及び、財の利用権
の貸手となる場合のファイナンス・リースに係る収益に関連する保守契約に基づく保守売上が含まれておりま
す。
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　レンタル料収入は、顧客が対象製品を検収後、レンタル期間にわたり、使用量に応じた従量料金を各月の収
益として認識する、又は、リース期間にわたって定額法により各月の収益として認識しております。
　保守売上については、履行義務が契約期間にわたり時の経過につれて充足されるものであり、収益は当該履
行義務が充足される契約期間において、期間均等額で収益を計上しております。
一時点で移転される財
　一時点で移転される財には、売買契約に基づく商品及び製品の販売による収益、及びファイナンス・リース
に係る収益が含まれております。
　商品及び製品の販売については、主として顧客が検収した時点で履行義務を充足したと判断しております。
対価については、履行義務の充足時点から概ね１ヶ月以内に支払を受けております。取引価格について、変動
対価等を含む売上収益の額に重要性はありません。また、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれてお
りません。
　また、当社製品（HAL® 等）に関する利用権の貸手となる場合、当該取引はファイナンス・リースに分類さ
れております。ファイナンス・リースに係る収益は、製造業者又は販売業者の貸手として物品販売と同様に会
計処理しており、顧客が検収した時点で履行義務が充足したと判断し、その収益は一時点で認識しております。
一時点で移転されるサービス
　一時点で移転されるサービスには、主として当社グループが運営する治療センター及びロボケアセンターで
のエンドユーザー（患者等）向けのサイバニクス治療及びトレーニングサービスの提供による収益が含まれて
おります。
　サイバニクス治療及びトレーニングサービスの提供による履行義務は、トレーニングサービス等の提供が完
了した時点で充足したと判断しております。

　なお、収益の計上基準については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「４. 収益の計上基準」に記載
のとおりであります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名前
議決権等の所有

（被所有）割合（％）
（注）1.

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 RISE Healthcare 
Group, Inc.

所有
80％

（80％）
資金の貸付

資金の貸付
（注）２. 470

投資その他
の資産

（その他）
1,054

利息の受取
（注）２. 38 未収入金 43

（注） 1. 「議決権等の所有（被所有）割合」の（　）内は、間接所有割合で内数です。
 2. 資金の貸付については、市場金利を勘案した利率を合理的に決定しています。

（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり純資産額………………………………………………………………… 184円03銭

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりです。
純資産の部の合計額 38,874百万円
純資産の部の合計額から控除する金額 19百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る期末の純資産額 38,855百万円
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式及び
普通株式と同等の株式の数 211,131,235株

２. １株当たり当期純損失…………………………………………………………………６円78銭
（注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は次のとおりです。

当期純損失 1,431百万円
普通株主及び普通株式と同等の株式を有する株主に帰属しない金額の内訳 －百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純損失 1,431百万円
期中平均株式数 211,131,236株

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため、記載
しておりません。

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
２０２４年５月２２日

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 公認会計士 古　谷　大二郎業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 古　川　譲　二業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開
示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目

監査報告
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の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に
基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。
監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上 
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
２０２４年５月２２日

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社
取締役会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員 公認会計士 古　谷　大二郎業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 古　川　譲　二業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日

までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明
細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人

の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま

た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう

かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、２０２３年４月１日から２０２４年３月３１日までの第２０期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
から監査の方法及びその結果の報告を受け、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）  監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等

及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）  各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等を経由した

手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努める
とともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　  取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子
会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　  事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　③　  会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については
有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　  　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算
書、連結持分変動計算書及び連結注記表）、並びに計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
　　③　  内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（２）連結計算書類の監査結果

　　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（３）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　　会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　２０２４年５月２２日

ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社　監査役会
常勤監査役（社外監査役）　田　中　一　紹 ㊞
監　査　役（社外監査役）　藤　谷　　　豊 ㊞
監　査　役（社外監査役）　CornelisVellekoop ㊞
監　査　役（社外監査役）　岡　村　憲一郎 ㊞

以　上




